
利益相反（COI）に関する情報開示について 

当日の発表時に利益相反についての情報開示をお願いいたします。 

 

◆口演（プレゼン技術部門含む）の場合： 

発表最初か最後に利益相反自己申告に関するスライドを加えてください。 
 

◆ポスター発表の場合： 

ポスターの最後に利益相反自己申告に関する情報を掲示してください。  

 

利益相反自己申告に関するスライド例 （口頭発表の場合） 

 1．申告すべき COI状態がない場合 2．申告すべき COI状態がある場合 

  

 

利益相反自己申告に関する開示例 （ポスター発表の場合） 

 1．申告すべき COI状態がない場合 2．申告すべき COI状態がある場合 

  

 


